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・本市が推進している環境への配慮計画に積極的に取り組み、

　使用重機は低騒音・低振動・排ガス対策型の重機を使用すること。

・現場での作業では、粉塵・騒音・作業時間・作業日等の問題に対して

　十分配慮すること。

・廃棄物については、法令･基準等に遵守し、適正に処分すること。

・入札にあたっては図面、仕様書及び照明リストより積算し、入札額を決定すること。

・修繕期間内に完了検査を受けること。

・各法令・基準等を遵守すること。

・原則土曜日・日曜日・祝日は休日とし、作業時間は9時から17時までとする。

・作業時は腕章を着用すること。

・第三者並びに近隣及び住人に対して安全に十分配慮すること。

　また、苦情が発生した場合は誠意を持って対応し、監督職員に報告すること。

・現場確認をする場合は事前に春日ふれあい文化センターに連絡すること。

高槻市立春日ふれあい文化センター照明設備ＬＥＤ化改修

 各　業　者　 様

(3)その他必要注意事項

 入　札　等　説　明　書

 　本修繕について、ご注意いただきたいことは、次のとおりです。

(2)見積上の注意事項

(1)施工上の注意事項  


